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○羽村市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

平成13年３月16日規則第６号 

改正 

平成15年３月18日規則第４号 

平成17年３月31日規則第５号 

平成21年３月２日規則第４号 

平成25年２月27日規則第３号 

平成31年４月25日規則第８号 

令和２年３月24日規則第10号 

羽村市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、羽村市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年条例第15号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（会派の届出） 

第２条 条例第４条の規定による会派結成届、会派変更届及び会派解散届は、それぞれ別記様式第

１号、第２号及び第３号によるものとする。 

（交付申請） 

第３条 条例第５条の規定による政務活動費交付申請書及び政務活動費交付変更申請書は、それぞ

れ別記様式第４号及び第５号によるものとする。 

（交付決定） 

第４条 条例第６条の規定による交付決定の通知は、別記様式第６号によるものとする。 

（交付請求） 

第５条 条例第７条の規定による政務活動費交付請求書は、別記様式第７号によるものとする。 

（返還命令） 

第６条 条例第８条及び第11条の規定による政務活動費の返還命令は、別記様式第８号により議長

を経由して行うものとする。 
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（収支報告） 

第７条 条例第10条の規定による収支報告書は、別記様式第９号によるものとする。 

（収支報告書の写しの送付） 

第８条 羽村市議会議長は、条例第10条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付す

るものとする。 

（会計帳簿の調製等） 

第９条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調

製し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算し５年を経過する日まで保存し

なければならない。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

（羽村市議会市政調査研究費の交付に関する規則の廃止） 

２ 羽村市議会市政調査研究費の交付に関する規則（昭和57年規則第14号）は、廃止する。 

付 則（平成15年規則第４号） 

１ この規則は、平成15年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、施行日以降の基準日に

係る政務調査費の交付について適用し、施行日前の基準日に係る政務調査費の交付については、

なお従前の例による。 

付 則（平成17年規則第５号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

付 則（平成21年規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成25年２月27日規則第３号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成25年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の羽村市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に改正前の羽村市政務

調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。 

付 則（平成31年４月25日規則第８号） 

この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

付 則（令和２年３月24日規則第10号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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